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１．概要  

  本資料は、廃棄物管理施設の技術基準に関する規則「第十五条計測制御

系統施設」に関して、基本設計方針に記載する事項、添付書類に記載すべ

き事項、補足説明すべき事項について整理した結果を示すものである。  

  整理にあたっては、「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書

類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付

書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施した。  

 

２．本資料の構成  

  「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、

添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付書類等を踏まえた補足

説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を別紙と

して示し、別紙を以下の通り構成する。なお、廃棄物管理施設には SA 設

備の対象がないため、発電炉の SA 設備に係る記載は比較対象としない。 

  別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較  

事業変更許可  本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。  

  別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の

展開  

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、対象設備を展開する。  

  別紙３：基本設計方針の添付書類への展開  

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書

類単位で記載すべき事項を展開する。  

  別紙４：添付書類の発電炉との比較  

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がない

かを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差がある

ことが明らかな項目は比較対象としない。（概要などは比較対象

外）  

  別紙５：補足説明すべき項目の抽出  

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。  

  別紙６：変更前記載事項の既設工認等との紐づけ  

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを

示す。  

2



 

 

 

 

 

 

別紙 

  

3



廃棄物管理施設　設工認に係る補足説明資料　別紙リスト 令和5年1月5日　Ｒ0

(1/1)

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙１ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 1/5 0

別紙２ 基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開 1/5 0

別紙３ 基本設計方針の添付書類への展開 1/5 0

別紙４ 添付書類の発電炉との比較 1/5 0

別紙５ 補足説明すべき項目の抽出 1/5 0

別紙６ 変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 1/5 0

計測制御00-01　【本文、添付書類、補足説明項目への展開（計測制御）】

別紙
備考
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別紙 1① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十五条 計測制御系統施設（1 / 6） 

 

 

 技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

（計測制御系統施設） 

第十五条 特定第一種廃棄物

埋設施設又は特定廃棄物管理

施設には、その設備の機能の

喪失、誤操作その他の要因に

より特定第一種廃棄物埋設施

設又は特定廃棄物管理施設の

安全性を著しく損なうおそれ

が生じたとき、次条第一項第

二号の放射性物質の濃度若し

くは同項第四号の線量当量が

著しく上昇したとき又は液体

状の放射性廃棄物の廃棄施設

から液体状の放射性物質が著

しく漏えいするおそれが生じ

たときに、これらを確実に検

知して速やかに警報する設備

が設けられていなければなら

ない。① 
 

（技術基準規則第十五条第１

項のうち、「次条第一項第二

号の放射性物質の濃度若しく

は同条第四号の線量当量が著

しく上昇したとき」は、放射

線管理施設に対する要求事項

であることから、技術基準規

則第十六条（放射線管理施

設）で記載する。） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2章 個別項目 

3．計測制御系統施設 

3.1 計測制御系統施設 

計測制御系統施設の設計に係る共通

的な設計方針については，第 1章 共

通項目の「2.地盤」，「3.自然現象

等」，「4.閉じ込めの機能」，「5.火

災等による損傷の防止」，「7.設備に

対する要求」に基づくものとする。 

 

廃棄物管理施設には，放射性廃棄物

を限定された区域に閉じ込める機能そ

の他の機能が確保されていることを適

切に監視及び制御することができる設

計とする。②-1 

 

廃棄物管理施設の設備の機能の喪

失，誤操作その他の要因により特定第

一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管

理施設の安全性を著しく損なうおそれ

が生じたとき（ガラス固化体冷却空気

の入口温度及び出口温度，収納管排気

設備入口圧力，廃水貯槽の水位）又は

液体状の放射性廃棄物の廃棄施設から

液体状の放射性物質が著しく漏えいす

るおそれが生じたときに，これらを確

実に検知して速やかに警報（廃水貯槽

の漏えい水水位）を発する装置を設置

する設計とする。①-1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、廃棄物管理施設の位置、構造及び

設備並びに廃棄の方法 

 Ａ．廃棄物管理施設の位置，構造及

び設備 

 ロ．廃棄物管理施設の一般構造 

(６) その他の主要な構造 

 (ｈ) 計測制御系統施設 

 

 

 

廃棄物管理施設には，放射性廃棄物

を限定された区域に閉じ込める機能そ

の他の機能が確保されていることを適

切に監視することができる計測制御系

統施設を設ける設計とする。②-1 

 

 

また，廃棄物管理施設には，安全設

計上想定される事故により廃棄物管理

施設の安全性を損なうおそれが生じた

とき，放射性物質の濃度若しくは線量

が著しく上昇したとき又は廃棄施設か

ら放射性廃棄物が著しく漏えいするお

それが生じたときに，これらを確実に

検知して速やかに警報する設備を設け

る設計とする。 

①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ．計測制御系統施設の設備 

(１) 主要な工程計装設備の種類 

 廃棄物管理施設の監視及び制御のた

め，以下に示す温度，圧力，液位の測

定を行う計測制御設備を設置する。②-

2 

（ガラス固化体の冷却空気温度の測

定） 

・ガラス固化体冷却空気の入口温度  

・ガラス固化体冷却空気の出口温度 

（収納管排気設備の入口圧力の測定） 

・収納管排気設備入口圧力 

（廃水貯槽の水位の測定等） 

・廃水貯槽の水位 

・廃水貯槽の漏えい水水位 

②-3,4,5,6,7 

 

（計測制御系統施設） 

第十五条 廃棄物管理施設には、必要に

応じて、放射性廃棄物を限定された区域

に閉じ込める機能その他の機能が確保さ

れていることを適切に監視することがで

きる計測制御系統施設を設けなければな

らない。 

２ 廃棄物管理施設には、安全設計上想

定される事故により当該廃棄物管理施設

の安全性を損なうおそれが生じたとき、

次条第二号の放射性物質の濃度若しくは

線量が著しく上昇したとき又は廃棄施設

から放射性廃棄物が著しく漏えいするお

それが生じたときに、これらを確実に検

知して速やかに警報する設備を設けなけ

ればならない。 

 

 

＜適合のための設計方針＞ 

 第１項について 

  廃棄物管理施設には，放射性廃棄物

を限定された区域に閉じ込める機能そ

の他の機能が確保されていることを適

切に監視するため，ガラス固化体の冷

却空気の入口温度及び出口温度，収納

管排気設備の入口圧力の測定等を行う

計測制御設備を設ける設計とする。 

また，計測制御設備の主要な表示装

置等は，制御室に設ける設計とする。 

◇1  

 

第２項について 

  廃棄物管理施設には，安全設計上想

定される事故により廃棄物管理施設の

安全性を損なうおそれが生じたとき，

事業所及びその境界付近における放射

性物質の濃度が著しく上昇したとき，

又は廃棄施設から放射性廃棄物が著し

く漏えいするおそれが生じたときに，

確実に検知して警報するため，排気モ

ニタリング設備（放射線管理施設）及

び廃水貯槽の漏えい検知を行う設備を

設ける設計とする。 ◇1  

 

 

 

 

 

 

 

第２章 個別項目 

計測制御系統施設 

2. 計測装置等 

2.2 警報装置等 

設計基準対象施設は，発電用原子炉施

設の機械又は器具の機能の喪失，誤操

作その他の異常により発電用原子炉の

運転に著しい支障を及ぼすおそれが発

生した場合（中性子束，温度，圧力，

流量等のプロセス変数が異常値になっ

た場合，発電用原子炉施設の安全性に

関連する設備が動作した場合等）に，

これらを確実に検出して自動的に警報

（原子炉水位低又は高，原子炉圧力

高，中性子束高等）を発信する装置を

設けるとともに，表示ランプの点灯及

びブザー鳴動等により運転員に通報で

きる設計とする。 

 

発電用原子炉並びに原子炉冷却系統に

係る主要な機械又は器具の動作状態を

正確，かつ迅速に把握できるようポン

プの運転停止状態及び弁の開閉状態等

を表示灯により監視できる設計とす

る。 

 

放射性廃棄物の廃棄施設 

2. 警報装置等 

流体状の放射性廃棄物を処理し，又

は貯蔵する設備から流体状の放射性廃

棄物が著しく漏えいするおそれが発生

した場合（床への漏えい又はそのおそ

れ（数滴程度の微少漏えいを除

く。））を早期に検出するよう，タン

クの水位，漏えい検知等によりこれら

を確実に検出して自動的に警報（機器

ドレン，床ドレンの容器又はサンプの

水位）を発信する装置を設けるととも

に，表示ランプの点灯及びブザー鳴動

等により運転員に通報できる設計とす

る。 

また，タンク水位の検出器，インタ

ーロック等の適切な計測制御設備を設

けることにより，漏えいの発生を防止

できる設計とする。 

 

放射性廃棄物を処理し，又は貯蔵する

設備に係る主要な機械又は器具の動作

状態を正確，かつ迅速に把握できるよ

うポンプの運転停止状態及び弁の開閉

状態等を表示灯により監視できる設計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-1（P3へ） 

 

 
①-2（P2 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
②-2（P4 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
②-3～7（P4 へ） 

 

【許可からの変更点】 

技術基準規則 第十五条第 1項の

要求事項に対する基本設計方針を

記載しており，要求事項に対する

設計を明確にしている。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の技術基準規則 第四十七

条第 3 項「発電用原子炉施設に

は、発電用原子炉並びに一次冷却

系統及び放射性廃棄物を処理し、

又は貯蔵する設備に係る主要な機

械又は器具の動作状態を表示する

装置を施設しなければならな

い。」という記載に対する展開で

あり，廃棄物管理施設の技術基準

規則 第十五条には設備の動作状

態を表示する装置を施設すること

の記載がなく要求が異なるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の技術基準規則 第四十七

条第 3 項「発電用原子炉施設に

は、発電用原子炉並びに一次冷却

系統及び放射性廃棄物を処理し、

又は貯蔵する設備に係る主要な機

械又は器具の動作状態を表示する

装置を施設しなければならな

い。」という記載に対する展開で

あり，廃棄物管理施設の技術基準

規則 第十五条には設備の動作状

態を表示する装置を施設すること

の記載がなく要求が異なるため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

・発電炉，廃棄物管理施設では設備構成

に差異があるため。 

・発電炉の技術基準規則 第四十七条の

解釈の「警報する装置とは、表示ランプ

点灯だけでなく同時にブザー鳴動等を行

うこと。」という記載に対する展開であ

り，廃棄物管理施設の技術基準規則 第

十五条には警報する装置が表示ランプの

点灯及びブザー鳴動を行うことの記載が

無く要求が異なるため。 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

  ：発電炉との差異の理由     ：許可からの変更点等 

【凡例】 

【許可からの変更点】 

「放射性物質の濃度若しくは線量が著し

く上昇したとき」は，放射線管理施設に

対する要求事項であることから，技術基

準規則 第十六条（放射線管理施設）に

て展開する。 

【許可からの変更点】 

「水位の測定等」とは，発信

器，漏えい検知器などの検出器

の種類であり，詳細は仕様表に

て展開するため，基本設計方針

では「水位の測定」として記載

した。 

【許可からの変更点】 

廃棄物管理施設の事業許可基準規則 本

文の「設置」に関する記載は，②-2にて

記載した。 
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別紙 1① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十五条 計測制御系統施設（2 / 6） 

 

 

 技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収納管内の圧力を負圧に維持できない

場合，廃水貯槽からの漏えいを検知し

た場合は，制御室の監視制御盤に警報

を発する。①-2 

 

 

 

 

(２) その他の主要な事項 

   該当なし □1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 計測制御系統施設 

5.1 概  要 

 本施設は，廃棄物管理施設の監視及び

制御のため，温度，圧力等の測定等を行

う計測制御設備で構成する。◇1  

 

 また，計測制御設備の主要な表示装置

等を設置するための制御室を設ける。◇1  

 

 

5.2 計測制御設備 

5.2.1 概  要 

本設備は，廃棄物管理施設の監視及び

制御のために必要な諸変数を測定し，指

示，警報又は制御を行う設備であり，ガ

ラス固化体の冷却空気温度，収納管排気

設備の入口圧力等の測定等を行う計測制

御設備で構成する。 ◇1  

 

5.2.2 設計方針 

(１) 本設備は，廃棄物管理施設の管理

のために必要なガラス固化体の冷却空気

温度等を監視又は制御することができる

設計とする。 ◇1  

 

5.2.3 主要設備の仕様 

 計測制御設備の主要設備の仕様を第

5.2－１表に示す。 ◇1  

 

5.2.4 主要設備 

(１) ガラス固化体の冷却空気温度の測

定等を行う計測制御設備 ◇1  

本設備は，ガラス固化体の冷却空気の入

口温度及び出口温度を測定し，各々の温

度を制御室に指示及び記録する。 ◇1  

(２) 収納管排気設備の入口圧力の測定

等を行う計測制御設備  ◇1  

本設備は，収納管排気設備の入口圧力を

測定し，収納管内の圧力を負圧に制御す

るとともに，制御室に指示及び記録す

る。 ◇1  

また，収納管内の圧力を負圧に維持でき

ない場合は，制御室に警報を発する。 

◇1  

(３) 廃水貯槽の水位の測定等を行う計

測制御設備  

本設備は，廃水貯槽の水位を測定し，水

位を制御室に指示する。 

また，廃水貯槽から廃水が漏えいした場

合に，漏えいを検知し，制御室に警報を

発する。 ◇1  

とする。 

 

放射線管理施設 

1. 放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 

 

設計基準対象施設は，発電用原子炉

施設の機械又は器具の機能の喪失，誤

操作その他の異常により発電用原子炉

の運転に著しい支障を及ぼすおそれが

発生した場合（原子炉建屋原子炉棟内

の放射能レベルが設定値を超えた場

合，主蒸気管又は空気抽出器排ガス中

の放射能レベルが設定値を超えた場合

等）に，これらを確実に検出して自動

的に警報（原子炉建屋放射能高，主蒸

気管放射能高等）を発信する装置を設

ける。 

 

排気筒の出口又はこれに近接する箇

所における排気中の放射性物質の濃

度，管理区域内において人が常時立ち

入る場所その他放射線管理を特に必要

とする場所（燃料取扱場所その他の放

射線業務従事者に対する放射線障害の

防止のための措置を必要とする場所を

いう。）の線量当量率及び周辺監視区

域に隣接する地域における空間線量率

が著しく上昇した場合に，これらを確

実に検出して自動的に中央制御室に警

報（排気筒放射能高，エリア放射線モ

ニタ放射能高及び周辺監視区域放射能

高）を発信する装置を設ける。 

 

上記の警報を発信する装置は，表示

ランプの点灯及びブザー鳴動等により

運転員に通報できる設計とする。 

 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

使用済燃料プールの水温の著しい上昇

又は使用済燃料プールの水位の著しい

低下の場合に，これらを確実に検出し

て自動的に中央制御室に警報（使用済

燃料プール水温高又は使用済燃料プー

ル水位低）を発信する装置を設けると

ともに，表示ランプの点灯及びブザー

鳴動等により運転員に通報できる設計

とする。 

 

 

 

 

 
①-2（P1 へ） 
②-1（P3 へ） 

 

②-2（P4 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

放射線管理施設に対する要

求事項は当社では廃棄物管

理施設の技術基準規則第十

六条の基本設計方針に記載

するため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の技術基準規則 第四

十七条第 2 項「発電用原子炉

施設には、使用済燃料貯蔵槽

の水温の著しい上昇又は使用

済燃料貯蔵槽の水位の著しい

低下を確実に検知し、自動的

に警報する装置を施設しなけ

ればならない。ただし、発電

用原子炉施設が、使用済燃料

貯蔵槽の水温の著しい上昇又

は使用済燃料貯蔵槽の水位の

著しい低下に自動的に対処す

る機能を有している場合は、

この限りでない。」という記

載に対する展開であり，廃棄

物管理施設の技術基準規則 

第十五条には使用済燃料貯蔵

槽の水温の著しい上昇又は水

位の著しい低下を確実に検知

し，自動的に警報する装置を

施設することの記載がなく要

求が異なるため。 

【許可からの変更点】 

水位，圧力などのパラメータを

基本方針に記載した。また，計

測結果（警報を発する）場所に

関する記載は②-2～7にて記載

した。 
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5.3 制御室 

5.3.1 概  要 

 計測制御設備の主要な表示装置等は，

制御室に設置する。③-1 

 

5.3.2 設計方針 

(１) 計測制御設備の主要な表示装置等

は，制御室に設ける設計とする。◇1  

(２) 制御室から廃棄物管理施設内外の

必要な箇所に指示及び連絡ができる設計

とする。 ◇1  

 

5.3.3 主要設備の仕様 

  監視制御盤   １式  ③-1 

 

 

5.3.4 主要設備 

(１) 制御室に設ける計測制御設備の主

要な表示装置（記録装置及び警報装置を

含む。）及び操作装置は，以下のとおり

である。 ◇1  

ａ．ガラス固化体の冷却空気温度の監視

のための表示装置 ◇1  

ｂ．収納管排気設備の入口圧力の監視及

び制御のための表示装置及び操作装置 

◇1  

ｃ．廃水貯槽の水位等の監視のための表

示装置 ◇1  

 

 

(２) 制御室には，放射線管理のための

放射線管理設備の表示装置並びに火災防

護のための火災防護設備（消防用設備）

の表示装置及び操作装置を設置する。◇3  

 

 

また，制御室から廃棄物管理施設の必要

な箇所に指示及び連絡ができるととも

に，廃棄物管理施設外の必要な箇所との

通信連絡ができるように通信連絡設備を

設置する。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

2. 計測装置等 

2.1 計測装置 

2.1.1 通常運転時，運転時の異常な過

渡変化時及び重大事故等時における計

測 

計測制御系統施設は，炉心，原子炉

冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納

容器バウンダリ並びにこれらに関する

系統の健全性を確保するために監視す

ることが必要なパラメータを，通常運

転時及び運転時の異常な過渡変化時に

おいても想定される範囲内で監視でき

る設計とする。 

 

 設計基準事故が発生した場合の状況

把握及び対策を講じるために必要なパ

ラメータは，設計基準事故時に想定さ

れる環境下において十分な測定範囲及

び期間にわたり監視できるとともに，

発電用原子炉の停止及び炉心の冷却に

係るものについては，設計基準事故時

においても2 種類以上監視又は推定で

きる設計とする。 

 

炉心における中性子束密度を計測する

ため，原子炉内に設置した検出器で起

動領域，出力領域の2つの領域に分けて

中性子束を計測できる設計とする。 

炉周期は起動領域計装の計測結果を用

いて演算できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③-1（P5へ） 

 

②-1（P1 から） 

 

 

 

 

 

 

 

③-1（P5へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業許可基準規則 

（計測制御系統施設） 

第十五条 廃棄物管理施設

には、必要に応じて、放射

性廃棄物を限定された区域

に閉じ込める機能その他の

機能が確保されていること

を適切に監視することがで

きる計測制御系統施設を設

けなければならない。 

②，③ 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では中性子束密度を 2

つの領域に分けて計測するこ

と，炉周期について説明して

おり，設備構成に差異がある

ため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では設計基準事故時に

想定される環境下において十

分な測定範囲及び期間にわた

り監視すること，発電用原子

炉の停止及び炉心の冷却に係

ることについて説明してお

り，設備構成に差異があるた

め。 

【許可からの変更点】 

表示装置等を設置する具体的

な装置名称として「監視制御

盤」のみ記載した。 
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放射性廃棄物を限定された区域に閉

じ込める機能その他の機能が確保され

ていることを適切に監視及び制御する

ため，ガラス固化体の冷却空気の入口

温度を及び出口温度を測定するための

装置，収納管排気設備の入口圧力を測

定する装置，廃水貯槽の水位を測定す

る装置，廃水貯槽の漏えい水水位を測

定する装置，並びに制御室に計測制御

設備の主要な表示装置等を設け，これ

らの計測装置は計測結果を制御室に表

示し，記録する設計とする。②-

2,3,4,5,6,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.2－１表 計測制御設備の主要設備

の仕様 

設 備 名 信 号 の 種 類 

ガラス固化体の

冷却空気温度の

測定等を行う計

測制御設備 

ガラス固化体の冷却

空気の入口温度 

ガラス固化体の冷却

空気の出口温度 

収納管排気設備

の入口圧力の 

測定等を行う計

測制御設備 

収納管排気設備の入

口圧力 

廃水貯槽の水位

の測定等を行 

う計測制御設備 

廃水貯槽の水位 

廃水貯槽の漏えい水

水位 

 ◇1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 計測結果の表示，記録及び保存 

発電用原子炉の停止及び炉心の冷却並

びに放射性物質の閉じ込めの機能の状

況を監視するために必要なパラメータ

は，設計基準事故時においても確実に

記録し，保存できる設計とする。 

 

設計基準対象施設として，炉心におけ

る中性子束密度を計測するための計測

装置，原子炉圧力容器の入口及び出口

における流量を計測するための主蒸気

流量及び給水流量を計測する装置，原

子炉圧力容器内の水位を計測するため

の原子炉水位及び原子炉水位（広帯

域）を計測する装置，原子炉格納容器

内の圧力，温度及び可燃性ガスの濃度

を計測するためのドライウェル圧力，

サプレッション・チェンバ圧力，ドラ

イウェル雰囲気温度，サプレッショ

ン・チェンバ雰囲気温度，格納容器内

水素濃度及び格納容器内酸素濃度を計

測する装置を設け，これらの計測装置

は計測結果を中央制御室に表示できる

設計とする。また，計測結果を記録

し，及び保存できる設計とする。 

 

制御棒の位置を計測する装置並びに原

子炉圧力容器の入口及び出口における

圧力及び温度を計測するための給水圧

力，給水温度，主蒸気圧力及び主蒸気

温度を計測する装置を設け，これらの

計測装置は計測結果を中央制御室に表

示できる設計とする。また，記録はプ

ロセス計算機から帳票として出力し保

存できる設計とする。 

 

原子炉冷却材の不純物の濃度は，試料

採取設備により断続的に試料を採取し

分析を行い，測定結果を記録し，及び

保存する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-2～7（P1から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，廃棄物管理施設において

パラメータが異なっており，設備

構成に差異があるため。 

また，廃棄物管理施設の技術基準

規則 第十五条及び事業許可基準

規則 第十五条には記録，保存の

要求は無いが，制御室に「表示装

置等（記録装置）」を設け，計測

結果を記録することから，「記

録」について基本設計に記載し

た。 

【「等」の解説 】 

「表示装置等」とは，記録装置

及び警報装置を含む，監視制御

盤であり，当該箇所では事業変

更許可申請書の「表示装置等」

として記載した。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の技術基準規則 第三

十四条第 4項「計測する装置に

あっては、計測結果を表示

し、記録し、及びこれを保存

することができるものでなけ

ればならない。」という記載

に対する展開であり，廃棄物

管理施設の技術基準規則 第

十五条には記録，保存の記載

がなく要求が異なるため。 
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廃棄物管理施設には，計測制御設備

の主要な表示装置（監視制御盤）を制

御室に設置する設計とする。③-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）中央制御室機能 

a.中央制御室制御盤等 

中央制御室制御盤は，原子炉制御関

係，原子炉プラントプロセス計装関

係，原子炉緊急停止系関係，原子炉補

助設備関係，タービン発電機関係，所

内電気回路関係等の計測制御装置を設

けた中央監視操作盤及び中央制御室内

裏側直立盤で構成し，設計基準対象施

設の健全性を確認するために必要なパ

ラメータ（炉心の中性子束，制御棒位

置，原子炉冷却材の圧力，温度及び流

量，原子炉水位，原子炉格納容器内の

圧力及び温度等）を監視できるととも

に，全てのプラント運転状態におい

て，運転員に過度な負担とならないよ

う，中央制御室制御盤において監視，

操作する対象を定め，通常運転，運転

時の異常な過渡変化及び設計基準事故

の対応に必要な操作器，指示計，記録

計及び警報装置（計測制御系統施設，

放射性廃棄物の廃棄施設及び放射線管

理施設の警報装置を含む。）を有する

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③-1（P3から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

「装置の設置」に関する基本方針

に違いはないが，事業変更許可申

請書の記載表現が異なるため。 

【許可からの変更点】 

語尾を「～設計とす

る」に統一した。 

【許可からの変更点】 

冒頭として「廃棄物管理

施設には」を記載した。 
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別紙 1① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十五条 計測制御系統施設（6 / 6） 

 

 

 技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

２ 特定第一種廃棄物埋設施設

又は特定廃棄物管理施設には、

その設備の機能の喪失、誤操作

その他の要因により特定第一種

廃棄物埋設施設又は特定廃棄物

管理施設の安全性を著しく損な

うおそれが生じたときに、放射

性廃棄物を限定された区域に閉

じ込める能力の維持又は火災若

しくは爆発の防止のための設備

を速やかに作動させる必要があ

る場合には、当該設備の作動を

速やかに、かつ、自動的に開始

させる回路が設けられていなけ

ればならない。④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

3. 安全保護装置等 

3.1 安全保護装置 

3.1.1 安全保護装置の機能及び構成 

安全保護装置は，運転時の異常な過

渡変化が発生する場合又は地震の発生

により発電用原子炉の運転に支障が生

ずる場合において，その異常な状態を

検知し及び原子炉緊急停止系その他系

統と併せて機能することにより，燃料

要素の許容損傷限界を超えないように

できるものとするとともに，設計基準

事故が発生する場合において，その異

常な状態を検知し，原子炉緊急停止系

及び工学的安全施設を自動的に作動さ

せる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則第 15条第 2項の要求

については当社の施設に該当しな

いことから，該当しない旨を記載

した。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では運転時の

異常な過渡変化が発

生する場合又は地震

の発生により発電用

原子炉の運転に支障

が生ずる場合，設計

基準事故が発生する

場合に，自動的に作

動させる安全保護装

置に係ることについ

て説明しているが，

廃棄物管理施設の技

術基準規則 第十五

条には該当する設備

（速やかに，かつ自

動的に作動させる回

路）はなく，設備構

成に差異があるた

め。 

廃棄物管理施設は、安全設計上

想定される事故により，安全性を

著しく損なうおそれがないことか

ら，放射性廃棄物を限定された区

域に閉じ込める能力の維持又は火

災若しくは爆発の防止のための設

備を速やかに作動させる必要がな

いため，設置しない。④ 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第十五条（計測制御系統施設） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

○1  

特定第一種廃棄物埋設施設又

の設備の機能の喪失，誤操作そ

の他の要因により特定第一種

廃棄物埋設施設又は特定廃棄

物管理施設の安全性を著しく

損なうおそれが生じたとき，液

体状の放射性廃棄物の廃棄施

設から液体状の放射性物質が

著しく漏えいするおそれが生

じたときに，これらを確実に検

知して速やかに警報する設備

を設けることに関する設計方

針 

技術基準の要求を受けている内容 １項 － － 

② 
監視、制御することができる計

測制御設備に関する設計方針 

事業許可基準規則の要求を受けて

いる内容 
１項 － － 

③ 
監視することができる制御室

に関する設計方針 

事業許可基準規則の要求を受けて

いる内容 
１項 － － 

④ 

設備の作動を速やかに、かつ、自

動的に開始させる回路に関する

こと 

技術基準規則第 15 条第 2 項の要

求については当社の施設に該当し

ない 

２項 － － 

⑤ 放射線管理施設に関する設計 技術基準規則第 16 条にて展開 － － － 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  － － c 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）と内容が重複する

ため，記載しない。 
－ 

◇2  他条文で展開する事項（第 23

条） 

第 23 条「通信連絡設備等」にて，説明する内容のため記

載しない。 
－ 

◇3  
他条文で展開する事項（第 11

条） 

第 11 条「火災等による損傷の防止」にて，説明する内容

のため記載しない。 
－ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

－ － 
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令和 5年 1月 5日 Ｒ0 

 

 

 

 

 

別紙２ 
 

 

 

基本設計方針を踏まえた添付書類の 

記載及び申請回次の展開 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十条 計測制御系統施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類

1

第2章　個別項目
3．計測制御系統施設
3.1　計測制御系統施設

計測制御系統施設の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共
通項目の「2.地盤」，「3.自然現象等」，「4.閉じ込めの機能」，「5.
火災等による損傷の防止」，「7.設備に対する要求」に基づくものとす
る。

冒頭宣言 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2
廃棄物管理施設には，放射性廃棄物を限定された区域に閉じ込める機能
その他の機能が確保されていることを適切に監視及び制御することがで
きる設計とする。

設置要求 計測制御設備
基本方針
設計方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

3

廃棄物管理施設の設備の機能の喪失，誤操作その他の要因により特定第
一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の安全性を著しく損なうお
それが生じたとき（ガラス固化体冷却空気の入口温度及び出口温度，収
納管排気設備入口圧力，廃水貯槽の水位）又は液体状の放射性廃棄物の
廃棄施設から液体状の放射性物質が著しく漏えいするおそれが生じたと
きに，これらを確実に検知して速やかに警報（廃水貯槽の漏えい水水
位）を発する装置を設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

計測制御設備
基本方針
設計方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

4

放射性廃棄物を限定された区域に閉じ込める機能その他の機能が確保さ
れていることを適切に監視及び制御するため，ガラス固化体の冷却空気
の入口温度を及び出口温度を測定するための装置，収納管排気設備の入
口圧力を測定する装置，廃水貯槽の水位を測定する装置，廃水貯槽の漏
えい水水位を測定する装置，並びに制御室に計測制御設備の主要な表示
装置等を設け，これらの計測装置は計測結果を制御室に表示し，記録す
る設計とする。

機能要求②
設置要求

計測制御設備
基本方針
設計方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

5
廃棄物管理施設は，計測制御設備の主要な表示装置等（監視制御盤）を
制御室に設置する設計とする。

設置要求 計測制御設備
基本方針
設計方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

6

7

8

9

10

11

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（E施設共用関連）第１Ｇｒ

基本設計方針は既設工認（ニ．計測制御系統施
設の計測制御設備）より変更無し

【警報を発する装置の設置に関する設計の基本
方針】

設備の機能の喪失，誤操作その他の要因，放射
性物質が著しく漏えいするおそれが生じたとき
に，確実に検知して速やかに警報を発する装置

の設置に関する設計について。

【制御，監視に関する設計の基本方針】
放射性廃棄物を限定された区域に閉じ込める機
能その他の機能が確保されていることを適切に

監視,制御に関する設計について。

【各パラメータの測定機器の設置及び計測結果
の表示，記録に関する設計の基本方針】

・各パラメータを測定する機器の設置，並びに
表示装置の設置に関する設計について。

・計測結果の表示場所に関する設計について。
・記録に関する設計について。

【制御室に関する表示装置に関する設計の基本
方針】

・表示装置（監視制御盤）の設置に関する設計
について。

・放射線管理、火災防護のための表示装置及び
操作装置に関する設計について。

・制御室から廃棄物施設、廃棄物管理施設外の
必要な箇所との通信連絡に関する設計につい

て。

【廃棄物管理施設における安全設計上想定され
る事故に関して】

廃棄物管理施設における安全設計上想定される
事故により、安全性を著しく損なうおそれがな
いため、火災・爆発防止のための自動的回路は

設置しない設計について
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十条 計測制御系統施設）

別紙２

1

第2章　個別項目
3．計測制御系統施設
3.1　計測制御系統施設

計測制御系統施設の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共
通項目の「2.地盤」，「3.自然現象等」，「4.閉じ込めの機能」，「5.
火災等による損傷の防止」，「7.設備に対する要求」に基づくものとす
る。

冒頭宣言

2
廃棄物管理施設には，放射性廃棄物を限定された区域に閉じ込める機能
その他の機能が確保されていることを適切に監視及び制御することがで
きる設計とする。

設置要求

3

廃棄物管理施設の設備の機能の喪失，誤操作その他の要因により特定第
一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の安全性を著しく損なうお
それが生じたとき（ガラス固化体冷却空気の入口温度及び出口温度，収
納管排気設備入口圧力，廃水貯槽の水位）又は液体状の放射性廃棄物の
廃棄施設から液体状の放射性物質が著しく漏えいするおそれが生じたと
きに，これらを確実に検知して速やかに警報（廃水貯槽の漏えい水水
位）を発する装置を設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

4

放射性廃棄物を限定された区域に閉じ込める機能その他の機能が確保さ
れていることを適切に監視及び制御するため，ガラス固化体の冷却空気
の入口温度を及び出口温度を測定するための装置，収納管排気設備の入
口圧力を測定する装置，廃水貯槽の水位を測定する装置，廃水貯槽の漏
えい水水位を測定する装置，並びに制御室に計測制御設備の主要な表示
装置等を設け，これらの計測装置は計測結果を制御室に表示し，記録す
る設計とする。

機能要求②
設置要求

5
廃棄物管理施設は，計測制御設備の主要な表示装置等（監視制御盤）を
制御室に設置する設計とする。

設置要求

6

7

8

9

10

11

項目
番号

基本設計方針 要求種別
添付書類における記載

―

―

―

―

―

15



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十条 計測制御系統施設）

別紙２

1

第2章　個別項目
3．計測制御系統施設
3.1　計測制御系統施設

計測制御系統施設の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共
通項目の「2.地盤」，「3.自然現象等」，「4.閉じ込めの機能」，「5.
火災等による損傷の防止」，「7.設備に対する要求」に基づくものとす
る。

冒頭宣言

2
廃棄物管理施設には，放射性廃棄物を限定された区域に閉じ込める機能
その他の機能が確保されていることを適切に監視及び制御することがで
きる設計とする。

設置要求

3

廃棄物管理施設の設備の機能の喪失，誤操作その他の要因により特定第
一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の安全性を著しく損なうお
それが生じたとき（ガラス固化体冷却空気の入口温度及び出口温度，収
納管排気設備入口圧力，廃水貯槽の水位）又は液体状の放射性廃棄物の
廃棄施設から液体状の放射性物質が著しく漏えいするおそれが生じたと
きに，これらを確実に検知して速やかに警報（廃水貯槽の漏えい水水
位）を発する装置を設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

4

放射性廃棄物を限定された区域に閉じ込める機能その他の機能が確保さ
れていることを適切に監視及び制御するため，ガラス固化体の冷却空気
の入口温度を及び出口温度を測定するための装置，収納管排気設備の入
口圧力を測定する装置，廃水貯槽の水位を測定する装置，廃水貯槽の漏
えい水水位を測定する装置，並びに制御室に計測制御設備の主要な表示
装置等を設け，これらの計測装置は計測結果を制御室に表示し，記録す
る設計とする。

機能要求②
設置要求

5
廃棄物管理施設は，計測制御設備の主要な表示装置等（監視制御盤）を
制御室に設置する設計とする。

設置要求

6

7

8

9

10

11

項目
番号

基本設計方針 要求種別
説明対象

申請対象設備
（２項変更③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

― ― ― ― ― △ 計測制御設備 ― ― ― ―

― ― ― ― ― △ 計測制御設備 ― ― ―

<計測装置>
・計測範囲
・警報動作範囲

― ― ― ― ― △ 計測制御設備 ― ― ― ―

― ― ― ― ― △ 計測制御設備 ― ― ―
<計測装置>
・計測範囲
・警報動作範囲

― ― ― ― ― △ 計測制御設備 ― ― ― ―

△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

凡例

〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要建屋SA設備等）

基本設計方針は既設工認（ニ．計
測制御系統施設の計測制御設備）
より変更無し

既設工認に変更がないことを説明
する。

・「説明対象」について
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令和 5年 1月 5日 Ｒ0 
 

 

 

 

 

別紙３ 
 
 
 

基本設計方針の添付書類への展開 
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基本設計方針の添付書類への展開
（第二十条 計測制御設備）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項

1

第2章　個別項目
3．計測制御系統施設
3.1　計測制御系統施設
計測制御系統施設の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通項目の「2.地盤」，「3.自然現象等」，「4.閉じ込めの機能」，
「5.火災等による損傷の防止」，「7.設備に対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 計測制御設備 基本方針

2
廃棄物管理施設には，放射性廃棄物を限定された区域に閉じ込める機能その他の機能が確保されていることを適切に監視及び制御すること
ができる設計とする。

設置要求 計測制御設備
基本方針
設計方針

3

廃棄物管理施設の設備の機能の喪失，誤操作その他の要因により特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の安全性を著しく損な
うおそれが生じたとき（ガラス固化体冷却空気の入口温度及び出口温度，収納管排気設備入口圧力，廃水貯槽の水位）又は液体状の放射性
廃棄物の廃棄施設から液体状の放射性物質が著しく漏えいするおそれが生じたときに，これらを確実に検知して速やかに警報（廃水貯槽の
漏えい水水位）を発する装置を設置する設計とする。

設置要求
機能要求②

計測制御設備
基本方針
設計方針

4

放射性廃棄物を限定された区域に閉じ込める機能その他の機能が確保されていることを適切に監視及び制御するため，ガラス固化体の冷却
空気の入口温度を及び出口温度を測定するための装置，収納管排気設備の入口圧力を測定する装置，廃水貯槽の水位を測定する装置，廃水
貯槽の漏えい水水位を測定する装置，並びに制御室に計測制御設備の主要な表示装置等を設け，これらの計測装置は計測結果を制御室に表
示し，記録する設計とする。

設置要求
機能要求②

計測制御設備
基本方針
設計方針

5 廃棄物管理施設は，計測制御設備の主要な表示装置等（監視制御盤）を制御室に設置する設計とする。 設置要求 計測制御設備
基本方針
設計方針

基本設計方針は既設工認（ニ．計測制御系統施設の計測制御設備）より変更無し ※補足すべき対象はない－

展開先（小項目）

－
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添付書類の発電炉との比較 
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別紙４-Ｘ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【添付書類名】(1/3) 
廃棄物管理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 添付書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，「実用発電用原子炉及びその附属施

設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規

則」という。）第 34 条，第 35 条，第 47 条，

第 67 条，第 68 条及び第 73 条並びにそれらの

「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基

準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）

に関わる計測制御系統施設のうち計測装置の構

成，計測範囲及び警報動作範囲について説明す

るものである。   

併せて技術基準規則第 34 条及びその解釈に

関わる計測装置の計測結果の記録の保存につい

ても説明するとともに，計測装置の機能を有し

た安全保護装置に関して，技術基準規則第 35 

条及びその解釈に関わる計測制御系統施設のう

ち安全保護装置の不正アクセス行為その他の電

子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず，

又は使用目的に反する動作をさせる行為による

被害を防止するために必要な措置について説明

する。 

 

なお，技術基準規則第 34 条及びその解釈に

関わる計測装置のうち設計基準対象施設として

のみ使用する計測装置の構成及び計測範囲，技

術基準規則第 35 条及びその解釈に関わる安全

保護装置の不正アクセス行為等の被害の防止以

外の構成並びに技術基準規則第 47 条の計測装

置の警報動作範囲に関しては，要求事項に変更

がないため，今回の申請において変更は行わな

い。 

今回は，計測制御系統施設のうち設計基準対象

施設に関する計測結果の記録の保存及び安全

保護装置の不正アクセス行為等の被害の防止

並びに重大事故等対処設備に関する計測装置
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別紙４-Ｘ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【添付書類名】(2/3) 
廃棄物管理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 添付書類 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 個別項目 

3．計測制御系統施設 

3.1 計測制御系統施設 

計測制御系統施設の設計に係る共通的な設

計方針については，第 1 章 共通項目の「2.

地盤」，「3.自然現象等」，「4.閉じ込めの機能」，

「5.火災等による損傷の防止」，「7.設備に対

する要求」に基づくものとする。 

 

廃棄物管理施設には，放射性廃棄物を限定さ

れた区域に閉じ込める機能その他の機能が確

保されていることを適切に監視及び制御する

ことができる設計とする。 

 

 

 

 

 

廃棄物管理施設の設備の機能の喪失，誤操作

その他の要因により特定第一種廃棄物埋設施

設又は特定廃棄物管理施設の安全性を著しく

損なうおそれが生じたとき（ガラス固化体冷

却空気の入口温度及び出口温度，収納管排気

設備入口圧力，廃水貯槽の水位）又は液体状

の放射性廃棄物の廃棄施設から液体状の放射

性物質が著しく漏えいするおそれが生じたと

きに，これらを確実に検知して速やかに警報

（廃水貯槽の漏えい水水位）を発する装置を

 

 

 

 

 

 

第 2 章 個別項目 

3．計測制御系統施設 

3.1 計測制御系統施設 

計測制御系統施設の設計に係る共通的な設

計方針については，第 1 章 共通項目の「2.

地盤」，「3.自然現象等」，「4.閉じ込めの機能」，

「5.火災等による損傷の防止」，「7.設備に対

する要求」に基づくものとする。 

 

廃棄物管理施設には，放射性廃棄物を限定さ

れた区域に閉じ込める機能その他の機能が確

保されていることを適切に監視及び制御する

ことができる設計とする。 

 

 

 

 

 

廃棄物管理施設の設備の機能の喪失，誤操作

その他の要因により特定第一種廃棄物埋設施

設又は特定廃棄物管理施設の安全性を著しく

損なうおそれが生じたとき（ガラス固化体冷

却空気の入口温度及び出口温度，収納管排気

設備入口圧力，廃水貯槽の水位）又は液体状

の放射性廃棄物の廃棄施設から液体状の放射

性物質が著しく漏えいするおそれが生じたと

きに，これらを確実に検知して速やかに警報

（廃水貯槽の漏えい水水位）を発する装置を

の構成，計測範囲について説明する。 

 

 

 

 

 

 

2. 基本方針 

2.1 設計基準対象施設に関する計測 

 

 

 

 

 

(1) 計測結果の記録の保存 

技術基準規則第 34 条及びその解釈に基づき，

発電用原子炉の停止及び炉心の冷却並びに放

射性物質の閉じ込めの機能の状況を監視する

ために必要なパラメータの計測装置の計測結

果は，原則，確実に記録計にて継続的に記録し，

記録紙は取り替えて保存できる設計とし，断続

的な試料の分析を行う場合は，従事者が測定結

果を記録し保存できる設計とする。 
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別紙４-Ｘ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【添付書類名】(3/3) 
廃棄物管理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 添付書類 

設置する設計とする。 

 

 放射性廃棄物を限定された区域に閉じ込め

る機能その他の機能が確保されていることを

適切に監視及び制御するため，ガラス固化体

の冷却空気の入口温度を及び出口温度を測定

するための装置，収納管排気設備の入口圧力

を測定する装置，廃水貯槽の水位を測定する

装置，廃水貯槽の漏えい水水位を測定する装

置，並びに制御室に計測制御設備の主要な表

示装置等を設け，これらの計測装置は計測結

果を制御室に表示し，記録する設計とする。 

 

廃棄物管理施設は，計測制御設備の主要な

表示装置等（監視制御盤）を制御室に設置す

る設計とする。 

設置する設計とする。 

 

 放射性廃棄物を限定された区域に閉じ込め

る機能その他の機能が確保されていることを

適切に監視及び制御するため，ガラス固化体

の冷却空気の入口温度を及び出口温度を測定

するための装置，収納管排気設備の入口圧力

を測定する装置，廃水貯槽の水位を測定する

装置，廃水貯槽の漏えい水水位を測定する装

置，並びに制御室に計測制御設備の主要な表

示装置等を設け，これらの計測装置は計測結

果を制御室に表示し，記録する設計とする。 

 

廃棄物管理施設は，計測制御設備の主要な

表示装置（監視制御盤）を制御室に設置する

設計とする。 
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補足説明すべき項目の抽出 
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補足説明すべき項目の抽出
（第十五条　計測制御設備）

別紙５①

補足すべき事項

1

第2章　個別項目
3．計測制御系統施設
3.1　計測制御系統施設

計測制御系統施設の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通項目の「2.地盤」，「3.自然現象等」，「4.閉じ込めの機能」，
「5.火災等による損傷の防止」，「7.設備に対する要求」に基づくものとする。

2
廃棄物管理施設には，放射性廃棄物を限定された区域に閉じ込める機能その他の機能が確保されていることを適切に監視及び制御することが
できる設計とする。

3

廃棄物管理施設の設備の機能の喪失，誤操作その他の要因により特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の安全性を著しく損なう
おそれが生じたとき（ガラス固化体冷却空気の入口温度及び出口温度，収納管排気設備入口圧力，廃水貯槽の水位）又は液体状の放射性廃棄
物の廃棄施設から液体状の放射性物質が著しく漏えいするおそれが生じたときに，これらを確実に検知して速やかに警報（廃水貯槽の漏えい
水水位）を発する装置を設置する設計とする。

4

放射性廃棄物を限定された区域に閉じ込める機能その他の機能が確保されていることを適切に監視及び制御するため，ガラス固化体の冷却空
気の入口温度を及び出口温度を測定するための装置，収納管排気設備の入口圧力を測定する装置，廃水貯槽の水位を測定する装置，廃水貯槽
の漏えい水水位を測定する装置，並びに制御室に計測制御設備の主要な表示装置等を設け，これらの計測装置は計測結果を制御室に表示し，
記録する設計とする。

5 廃棄物管理施設は，計測制御設備の主要な表示装置等（監視制御盤）を制御室に設置する設計とする。

※補足すべき事項なし

基本設計方針 添付書類

－ 基本設計方針は既設工認（ニ．計測制御系統施設の計測制御設備）より変更無し
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変更前記載事項の 
既設工認等との紐づけ 
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別紙６ 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

第 2章 個別項目 

3．計測制御系統施設 

3.1 計測制御系統施設 

 

計測制御系統施設の設計に係る共通的な設計方針については，第 1章 共通項目の「2.地盤」，「3.自然

現象等」，「4.閉じ込めの機能」，「5.火災等による損傷の防止」，「7.設備に対する要求」に基づくものと

する。 

 

 

廃棄物管理施設には，放射性廃棄物を限定された区域に閉じ込める機能その他の機能が確保されている

ことを適切に監視及び制御することができる設計とする。 

 

 

廃棄物管理施設の設備の機能の喪失，誤操作その他の要因により特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃

棄物管理施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたとき（ガラス固化体冷却空気の入口温度及び出口

温度，収納管排気設備入口圧力，廃水貯槽の水位）又は液体状の放射性廃棄物の廃棄施設から液体状の

放射性物質が著しく漏えいするおそれが生じたときに，これらを確実に検知して速やかに警報（廃水貯

槽の漏えい水水位）を発する装置を設置する設計とする。 

 

 

放射性廃棄物を限定された区域に閉じ込める機能その他の機能が確保されていることを適切に監視及び

制御するため，ガラス固化体の冷却空気の入口温度及び出口温度を測定するための装置，収納管排気設

備の入口圧力を測定する装置，廃水貯槽の水位を測定する装置，廃水貯槽の漏えい水水位を測定する装

置，並びに制御室に計測制御設備の主要な表示装置等を設け，これらの計測装置は計測結果を制御室に

表示し，記録する設計とする。 

 

 

廃棄物管理施設は，計測制御設備の主要な表示装置等（監視制御盤）を制御室に設置する設計とする。 

 

 

第 2 章 個別項目 

3．計測制御系統施設 

3.1 計測制御系統施設 

 

計測制御系統施設の設計に係る共通的な設計方針については，第 1章 共通項目の「2.地盤」，「3.自然

現象等」，「4.閉じ込めの機能」，「5.火災等による損傷の防止」，「7.設備に対する要求」に基づくものと

する。 

 

 

廃棄物管理施設には，放射性廃棄物を限定された区域に閉じ込める機能その他の機能が確保されている

ことを適切に監視及び制御することができる設計とする。 

 

 

廃棄物管理施設の設備の機能の喪失，誤操作その他の要因により特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃

棄物管理施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたとき（ガラス固化体冷却空気の入口温度及び出口

温度，収納管排気設備入口圧力，廃水貯槽の水位）又は液体状の放射性廃棄物の廃棄施設から液体状の

放射性物質が著しく漏えいするおそれが生じたときに，これらを確実に検知して速やかに警報（廃水貯

槽の漏えい水水位）を発する装置を設置する設計とする。 

 

 

放射性廃棄物を限定された区域に閉じ込める機能その他の機能が確保されていることを適切に監視及び

制御するため，ガラス固化体の冷却空気の入口温度及び出口温度を測定するための装置，収納管排気設

備の入口圧力を測定する装置，廃水貯槽の水位を測定する装置，廃水貯槽の漏えい水水位を測定する装

置，並びに制御室に計測制御設備の主要な表示装置等を設け，これらの計測装置は計測結果を制御室に

表示し，記録する設計とする。 

 

 

廃棄物管理施設は，計測制御設備の主要な表示装置等（監視制御盤）を制御室に設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

既設工認 ニ．計測制御系統施設（本文） 

計③-１ 

：既設工認に記載されている内容と同様 

：既設工認に記載されている内容と全く同じではないが，既設 
工認の記載を詳細展開した内容であり，設計上実施していたもの 

：既認可等のエビデンス 

【凡例】 
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